
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年９月 

神奈川県総務局組織人材部行政管理課 

○（公財）神奈川県暴力追放推進センター 

○神奈川県道路公社 

〇（公財）神奈川県下水道公社 

○（公財）神奈川芸術文化財団 

○（公財）神奈川文学振興会 

○（公財）かながわ海岸美化財団 

○（公社）神奈川県農業公社 

資料 

経営改善目標の達成に向けた 
 

取組状況について 



別 表 ２

経営改善目標の達成に向けた取組みの評価基準

○ 次の基準により 、具体に目標を定めた項目ごと に評価を行っ てく ださ い。

評 価 の 基 準

・ 経営改善目標の達成に向けて十分な取組みが進められ、既に成果Ａ

を挙げている、 または成果を挙げる見込みがある。

・ 経営改善目標の達成に向けてある程度の取組みが進められ、今後Ｂ

の成果について期待できる。

・ 経営改善目標の達成に向けた直接的な取組みではないが、今後の

経営改善やサービス向上に向けた取組みを進めている。

・ 経営改善目標の達成に向けて十分な取組みが行われていると は認Ｃ

められず、 より 一層の取組みが必要である。

1



平成29年９月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年度第２回 

第三セクター等改革推進部会資料 

 

 

経営改善目標の達成に向けた 

取組状況（平成28年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
公
財
）
神
奈
川
県
暴
力
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー 

2



　

池田　忠正

横浜市中区海岸通２－４　神奈川県警察本部 045-201-8930

2 法人運営における現状の課題

3 経営改善目標の達成に向けた取組実績等
　*  各項目ごとに、下段の(  )内に目標を、上段に実績を記載してください。

平成4年6月1日

(   ３回   ) (   ３回   ) (   ３回   ) (   ４回   )

暴力団排除キャンペーンの支援 ２回 ５回

(13,600人)

( 100万円 ) ( 100万円 )

162万円寄付金等収入の確保 170万円

( 100万円 )

（様式３）

( 100万円 ) 　自主財源の確保へ向けて導
入した賛助会制度の会員が順
調に増加した。今後も、自主財
源の安定化を目指して、賛助
会員の募集を呼びかけていく。

　効果的な暴力団排除講話を
計画的に実施できた。

13,528人 自己評価＝Ａ

28年度 自己評価結果・摘要

自己評価＝B

４回 自己評価＝Ａ

　各種講習を通じてホームペー
ジについて広報するも、閲覧者
が増加せず、目標を達成する
ことができなかった。平成29年
度から、スマートフォン等にも対
応したホームページにリニュー
アルし、内容も刷新したことか
ら、さらなる閲覧者の増加を目
指す。

263万円 323万円 自己評価＝Ａ

６回

　目標には至らなかったものの
昨年度よりは上回った。責任者
数の増加へ向けて、引き続き、
積極的な広報を行い、関係機
関と連携して登録数の増加を
目指す。

2,258人

(13,700人)(13,630人) (13,660人)

(   20件   )

不当要求防止責任者数 13,328人 13,412人 13,498人

( 2,350件 )

(   23件   )

( 2,300件 )

2,468人

(   22件   )

25件

2,373人

25件

26年度 27年度 28年度

1,918件

2,096人

(   21件   )

( 2,250件 )

3,855件

26件

県出資額

2,443件

自己評価＝Ａ

( 2,000人 ) 　各種団体を通じて講習の周
知を図り、効率的に受講希望
者を募ったところ昨年度より受
講者数を増加させることができ
た。引き続き、受講者のさらな
る増加を目指し、ニーズに合わ
せた講習となるよう創意工夫し
ていく。

( 1,900人 ) ( 1,930人 ) ( 1,960人 )

不当要求防止責任者講習受講者数

所在地

法人名 公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター

％県出資率 50250,000,000 円

電話番号

500,000,000

項　　　　　　　　　目

ホームページ閲覧者数

経営改善目標の達成に向けた取組状況

基本財産等 円

代表者名設立年月日

１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

　地域暴力団排除組織が、行
政機関等と連携して実施した
暴力団排除キャンペーンを支
援し、地域住民の暴力団排除
意識の向上に努めた。

暴力団排除講話の実施

( 2,200件 )

　近年の各業界の暴力団排除に関する積極的な取組みによって、社会的にも暴力団排除意識が広く浸透しつつあり、
センターの行う各事業の重要性が年々高まってきている。また、全国的な暴力団員の減少に併せて、離脱者の社会復
帰対策が喫緊の課題となってきている。

25年度

自己評価＝Ａ

3,032件

27件
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4 これまでの取組みについての総括・今後の取組みに向けた考え方
　<法人記入>

　<所管課記入>

5　第三セクター等改革推進部会の総合評価(及び今後の取組みに向けた意見)

 評価結果

暴力団対策課　暴排１班　杵渕竜也　(内線 4533)

　六代目山口組の分裂によって組織が疲弊している状況を捉えて、全国で４例目となる適格団体訴訟を行ったことは高
く評価する。
　本訴訟へと進み、最終的に拠点を消滅させて組織に壊滅的な打撃を与えることで、地域住民の期待に応えることがで
きるよう所管課としても最大限支援していく。
　不当要求防止責任者講習について、昨年度に続き、受講者の増加に努めたことは評価する。
　ホームページについては、平成29年度からスマートフォン等のタブレット端末での閲覧にも対応するようリニューアル
し、内容も刷新したことで、今まで以上に有用な情報を的確に掲載する等して、閲覧者の増加に繋がるよう求めていく。
　自主財源の確保を目的として導入した賛助会制度について、順調に会員の増加に努めたことは評価する。今後も効果
的な広報を実施してセンターの事業に賛同してくれる会員を増やしていくことを期待する。

所管課記入者名事務局長　山田高志法人記入者名

　平成28年度は、暴力団事務所の使用差止請求事業として、厚木市内に所在する六代目山口組系暴力団事務所の周
辺住民からの委託を受けて、センターが原告となり、平成28年11月30日に使用禁止等仮処分命令の申立てを行った。
　当該事業では、仮処分命令の決定後、引き続き本訴訟を行っていく予定である。
　暴力団排除キャンペーンの支援については、前記訴訟に伴い、地域住民によって暴力団排除気運を高めるため開催
された厚木警察署管内暴力団排除総決起大会を後援し、また、厚木、加賀町、都筑区の暴力団排除組織に特別交付
金を交付してその活動を支援した。
　主たる事業の１つである不当要求防止責任者講習については、各業種ごとの過去の受講実績等を精査することによっ
て効率的に受講希望者を募り、その結果、前年度を上回る人数に対して、実施することが出来た。
　センターの周知を図るための重要な広報媒体でもあるホームページの閲覧者については目標を達成できなかったが、
より効果的な情報発信が行えるようレイアウトや提供する内容の見直しを行って、平成29年度から新たなホームページを
立ち上げたことから、今後積極的に広報を行って周知を図り、閲覧者の増加に努めていく。
　自主財源の確保を目的として導入した賛助会制度についても、順調に会員を増やすことができている。今後も安定し
た自主財源の確保へ向けて継続的な会員の増加に努めていく。
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経営改善目標(目標年度： 平成28年度)

(法人名) 

      公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター 

１  社会情勢の変化に対応した今後の法人の使命・ 担うべき役割

平成22年12月21日に制定された神奈川県暴力団排除条例の第４ 条第２ 項では、 「 県は暴

力団排除に関する総合的な施策の実施に当たって、 暴力追放運動推進センターとの緊密な

連携を図るよう 努めるものとする」 と規定されていることから、 県が実施していく 暴力団

排除に関する各種施策に対して、 これまで以上の連携強化を図る。  

また、 平成25年１ 月30日付けで施行となった改正暴力団対策法により 、 センターが住民

からの委託を受けて、 人格権に基づく 暴力団事務所使用差止請求訴訟を行う ことができる

よう になったことからも、 拡大された事業を生かして、 県民のニーズに沿った積極的な暴

力団排除活動を推進し、 併せてこれを契機として県民の暴力団排除意識の高揚に努めてい

く 。  

２   県が法人に期待する役割

    県、 県内事業者、 県民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う 暴力団排除

活動に対し、 情報の提供、 助言、 指導その他必要な措置を講ずるなどして積極的な支援を

行い、 反社会的勢力との関係遮断、 被害の防止を図ること及び広報啓発活動を通じて、 県

民の暴力団排除意識の高揚に努めること。    

３  法人運営における現状の課題

(1)   条例の制定及び暴力団対策法の改正に伴い、 センターの役割が更に重要になっている

ことから、 センターの認知度をより 高めるため、 様々な媒体を利用した広報啓発活動を

推進していく と共に暴力団情報の積極的提供、 暴力相談及び不当要求防止責任者講習の

充実に努める。  

(2)   県の厳しい財政状況を踏まえながらも、 限られたマンパワーで現状の事業規模を確実

に維持することを基本としつつ、 県民のニーズの高まりから充実が求められる事業へも

しっかりと対応するため、 更なる自主財源確保と経費節減へ向けた取組みを促進する。

４   経営改善目標 

【 県民サービスの向上等】                      

○   総括的目標 

近年の社会的な暴力団排除気運の向上に伴う 、 各業界の反社会的勢力に対する取組み

に対して、 より一層の支援を行っていく と共に、 センターの認知度の向上、 積極的な広

報啓発による暴力団排除活動の普及、 不当要求防止責任者講習の充実に主眼を置いた事

業を推進し、 県民サービスの向上に努める。  

(1)   ホームページの充実 

平成18年７ 月に独自のホームページを開設し、 他県センターや警察のホームページと

リンクさせている他、 情勢にあわせたタイムリーな更新に努めている。  

引き続き、 県民や県内事業者の反社会的勢力との関係遮断及び暴力団排除活動を積極

的に支援していく ため、 ホームページに最新かつ有用な情報を掲載していく と共に、 暴

排講話などでセンターのホームページの存在をアピールし、 閲覧者を増加させ、 センタ

ーの認知度の向上、 事業活動の普及を目指す。  

項        目  25年度見込 26年度目標 27年度目標 28年度目標

ホームページ閲覧者数  2, 200件  2, 250件  2, 300件  2, 350件 

( 2)  暴力団排除講話の実施 

 近年、 各業界の反社会的勢力に対する取組みが活発化していることを受けて、 職員研
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修等の一環として、 不当要求に対する具体的対応要領等の教示を求める暴力団排除講話

の依頼が増加傾向にある。  

      そこで、 積極的に職員を講師として派遣し、 多く の県内事業者へ向けた教養を行い、

反社会的勢力との関係遮断へ向けた支援を推進していく 。  

項        目  25年度見込 26年度目標 27年度目標 28年度目標

暴力団排除講話の実施  20件  21件  22件  23件 

( 3)   不当要求防止責任者講習の充実

県内の事業者が反社会的勢力からの暴力的要求行為に対応すべく 選任した不当要求防

止責任者に対し、 暴力団等に関する基礎知識、 不当要求の最新の手口及びその対応方法

等を当該講習において教示している。  

条例の制定や暴対法改正に伴い、 今後は受講希望者が増加してく るものと思料される

ことから、 条例の解釈等を盛り込んだ最新の情報を受講者に提供出来るよう 講習内容の

充実に努めていく 。  

項        目  25年度見込 26年度目標 27年度目標 28年度目標

責任者講習受講者数  1, 900人  1, 930人  1, 960人  2, 000人 

( 4)  不当要求防止責任者の登録促進 

平成25年11月現在、 本県で登録されている不当要求防止責任者数は13, 600人である。  

今後は、県内の中小企業や個人経営の事業者に対しても、ホームページや広報誌等の媒

体を用いて、広く 不当要求防止責任者講習の周知徹底を図り、不当要求防止責任者の登録

を促進していく 。  

項        目  25年度見込 26年度目標 27年度目標 28年度目標

不当要求防止責任者数  13, 600人  13, 630人  13, 660人  13, 700人 

( 5)  地域暴力団排除組織への支援 

県内54地域でそれぞれに活動している暴力団排除組織の諸活動を様々な面から支援す

るため、 管内実態及び活動内容に応じた支援金を交付している。  

また、各種暴排組織が駅頭などで行う 大規模な暴力団排除キャンペーンを実施する際に

、 当法人が所有している暴力団排除活動用備品であるノ ボリ、 横断幕、 タスキ、 腕章等を

無償で貸し出すなどの支援も実施している。  

社会的な暴力団排除気運の高まりによって、 今後、 各種民間暴排組織の増加が見込まれる

ことから、 より効果的な暴排活動が実施できるよう 、 積極的に支援していく 。  

項        目  25年度見込 26年度目標 27年度目標 28年度目標

暴力団排除キャンペーンの支援 ３ 回      ３ 回  ３ 回  ４ 回 

【 収支健全化に向けた経営改善】  

○   総括的目標 

    県民及び県内事業者の暴力団排除活動を積極的に支援していく ため、 自主財源の確保

が喫緊の課題となっていることから、 効果的な自主財源獲得方策を検討していく 。  

( 1)   自主財源の確保へ向けた取組み 

引き続き、 安定した寄付金収入を得るべく 広報誌等で寄付を募るなどして各方面に働

きかける。  

また、 企業等に対する暴力団排除講話時に提供している一部資料を有料化するなどし

て、 自主財源の増加を図る。  

さらに、 効果的な自主財源獲得方策として賛助会制度の導入についても、 現在、 検討

を進めている。  
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項        目  25年度見込 26年度目標 27年度目標 28年度目標

寄付金等収入の確保  100万円  100万円 100万円 100万円

(2)  経費節減に向けた取組み 

県の財政状況を鑑み、 補助金の増額は厳しい状況にあることや、 事務事業評価の結果を踏

まえ、 各種業務の経費を見直し、 県民サービスの向上に努めながら、 経費節減へ向けた取組

みを推進する。  

  ＊今後の県からの財政的支援(または損失補償残高)の見込み

    25年度  26年度 27年度 28年度 29年度

11, 777千円 11, 750千円 11, 720千円 11, 700千円 11, 700千円

５ その他特記事項
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１　法人の概要 （平成29年７月１日現在）

安西　保行

横浜市中区山下町１番地 ０４５－４７９－７７５５

2 法人運営における現状の課題

3 経営改善目標の達成に向けた取組実績等
　*  各項目ごとに、下段の(  )内に目標を、上段に実績を記載してください。

4 これまでの取組みについての総括・今後の取組みに向けた考え方
　<法人記入>

　<所管課記入>

5　第三セクター等改革推進部会の総合評価(及び今後の取組みに向けた意見)
 評価結果

（ 様式３）

法人名 神奈川県道路公社

経営改善目標の達成に向けた取組状況

設立年月日 昭和46年10月30日 代表者名

所在地 電話番号

円 県出資率 100 ％

・　道路施設老朽化に伴う維持管理及び長寿命化対策
・　料金収入の低迷

基本財産等 10,781,000,000 円 県出資額 10,781,000,000

　　年度 自己評価結果・摘要

別表のとおり
(            ) (            ) (            )

項　　　　　　　　　目 　　年度 　　年度 　　年度 　　年度

(            )

(            ) (            ) (            ) (            )

(            ) (            ) (            ) (            )

(            ) (            ) (            ) (            )

・　経済・社会情勢の変化や人口減少等の影響による利用台数の減少等厳しい局面を迎える中、公社は安定的な経
営を行うため、平成24年3月に策定した「中期経営方針・経営改善プログラム」を、平成27年3月に改訂しました。
　その体系は3つの基本方針、9つの柱及び17のプログラムで構成し、平成28年度に最終年度を迎えました。予定した
各プログラムは、概ね達成することができ、その結果、道路建設資金の借入金の計画的な償還、道路施設の計画的な
補修や設備の更新など様々な課題を着実に進めることができました。

・3つの基本方針の概要は、(ア)「安全・安心な施設・設備の充実」については、計画的な道路施設等の維持補修や災
害時・緊急時の体制の確立を、(イ)「地域・利用者に根ざしたサービスの充実」では、地元自治体等との連携、休憩施
設等の利活用、環境への配慮及び新規サービスシステムの導入を、(ウ)「経営基盤の強化」については、入札・契約制
度の導入、コスト縮減対策及び増収対策に取り組むこととしています。

・ 最終年度の平成28年度には、各プログラムを継続、拡充して取り組んだほか、プログラム以外に新たに、緊急時に
おける配備体制の見直しによる体制の拡充や、真鶴道路の津波対策検討及び道路施設の点検結果を踏まえた補修
設計業務委託等を実施し、より安全性の高い道路管理に寄与しました。また、旅行情報誌等への広告掲載による利用
促進を図ることに加え、道路管理業務における入札に総合評価型方式を導入し、質の高いサービスを提供できる体制
を整備しました。

・さらに、本町山中有料道路が平成33年度に料金徴収期間が満了すること、高齢化等の人口構造が変化すること及
び道路網の整備の促進などの状況変化が見込まれることから、平成29年3月に、平成29年度から平成33年度を計画
期間とする新たな「中期経営計画」を策定し、管理路線の減少など経営に影響する環境変化に対応しうる経営基盤を
強化するとともに、利用者ファーストの精神で、安全・安心をモットーにサービスを提供する公社を目指します。

・ 最終年度である平成28年度においても、「中期経営方針・経営改善プログラム」に沿った取組みは、着実に行われ
たところであるが、新たな「中期経営計画」のもと、今後も引き続き経営基盤の強化とともに、安全・安心をモットーとした
サービスの充実に一層推進していただきたい。
・増収対策など、更なる収支改善に向けた積極的な取組みについて、県としても引続き必要な支援を行っていく。

法人記入者名 川口　 直久 所管課記入者名 齊藤　 栄一
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３　経営改善目標の達成に向けた取り組み実績等（別表）

項　　　目 28年度 28年度 自己評価結果・摘要

Ⅱ　地域・利用者に根ざしたサービスの
充実
　(１)　地元自治体等との連携

※・三浦半島地域の集客施設（ ）を訪れた観光客・買物客等に本町
山中有料道路や三浦縦貫道路を実際に利用してもらい、横浜横須
賀道路へのアクセス等利便性が高い有料道路であることを体験して
もらいました。（継続）
※　 　三浦半島地域有料道路利用促進等検討会議における「集客

施設利用促進イベント」において横須賀市及び三浦市が斡旋

・真鶴道路では、伊豆・箱根・西湘地区有料道路利用促進連絡協議
会（中日本高速道路㈱等7道路管理者）により西湘、箱根、伊豆地
域の利用促進イベント「スタンプラリー」を実施しました。（継続）

自己評価=A

・　「集客施設利用促進イベント」は、今回で3回目の実施となりました。
　 真夏（7/1～8/31）の観光シーズンに、当公社の道路の利便性を体験していただいたこと
で、再度の利用につなげ売上増が期待できます。
　このイベントの開催により、地元自治体への観光施策等への協力という連携が行えたととも
に、地元市から斡旋された集客施設の売上増やＰＲへの寄与も期待できます。

・　「スタンプラリー」は、伊豆、箱根、西湘の地域振興を図るためのものであり、5回目の開催と
なり、平成27年度の応募者2,000件に対し、平成28年度は2,211件と11%増となり、回を重ねる
度に集客施設等とのタイアップによる取組みが実ってきたものと考えています。

・　平成28年度からは、「伊豆道の駅ネットワーク協議会」にもスタンプラリーの参加施設として
協力を得ることができました。

・　また、「スタンプラリー」による道路関係7会社の事務担当者が同席するネットワークを活用
した広報活動として、H27に引き続き、「西湘・伊豆方面ドライブマップ」を静岡県道路公社と
共同製作することで、印刷費の負担軽減、配布拠点の相互利用による広報活動の拡大を図
り、大変好評を得ることができました。

自己評価=A

・環境への配慮とコスト縮減の両面の取組みとなる紙資源や燃料の節減対策、夏季省エネル
ギー対策や電気自動車充電スタンド設置などの環境への配慮、コスト縮減となる照明灯の
LED化など、昨年度までに導入した広範な取組みを高レベルで引き続き継続実施しました。

・また、真鶴道路において、安全施設等取替工事で内照式標識のLED化工事を実施しまし
た。

　(２)　休憩施設等の利活用

・レストラン施設（逗葉新道休憩施設）の販売促進について協議し、
レストラン施設のＰＲやメニューの開発及び接客に至るまで見直しを
図り、利用者増を図ると共に、前年度売上向上に伴う営業料率の見
直しを行いました。（継続）

･具体的な新メニューとしては、平成28年4月にみそカツ丼、ソースか
つ丼、から揚げ（単品）を投入し、更に同年10月に豚丼（味噌）セッ
ト、豚丼（醤油）セット、スタミナカレー、から揚げ定食を投入し、利用
者増を図りました。（継続）

・好評につき、JAF会員誌のプレゼント企画に優待券（まぐろ漬丼
セット）を提供し、ドライバーに向けて施設のアピールと利用増を図り
ました。（継続）

自己評価=B

・平成27年度は新メニューの投入等により、売上が向上したことから営業料率を0.4増の
12.9％に引き上げましたが、平成28年度は継続して利用者に飽きられないための新メニュー
を年2回投入したものの、売上向上には繋がらず売上は平成27年度対比で92％(91.63)、営
業料で95％(95.33)と下回る結果となりました。

※ なお、同施設の受託会社は、会社本体の業績不振により平成29年3月31日をもって撤退す
ることとなり、営業委託契約を解除しました。平成29年6月現在、同施設は無料休憩所として
開放しております。現在、新規事業者の選定に向けた準備を進めており、速やかな新規店舗
の開店を目指しています。

（上記の営業終了を受け、自己評価を「B」としました。）

【県民サービスの向上】
Ⅰ　安全・安心な施設・設備の充実
　(１)　計画的な道路設備等の維持補修

・ア　老朽化及び耐震補強対策
主な実績：
「真鶴道路：トンネル補強対策　　真鶴トンネルひび割れ注入工」外
  H28実績：414,000千円(16件)
（H28目標：384,000千円）

・イ　快適な走行環境の維持向上
主な実績：
「真鶴道路：情報板更新・新設（LED化）　Ｎ＝3基」外
　 H28実績：92,000千円（5件）
 （H28目標：70,000千円）

自己評価＝Ａ

・道路施設の計画的かつ重点的な維持修繕5箇年計画の実施最終年度にあたり、トンネル・
橋りょう等の老朽化及び耐震補強の対策と、利用者の快適な走行環境の向上に資する視認
性の良いＬＥＤ製の情報板設置工事を実施し、これにより計画通りに完了しました。

・平成28年度で、真鶴道路の橋脚の耐震補強及び情報板更新・新設設置工事が全て完了し
ました。
 また、老朽化したトンネルの補強対策は、平成27年度までに新島・真鶴トンネルの突発性崩
壊対策の裏込め注入工を完了させ、平成28年度からは覆工内面の材質劣化によるはく落対
策のひび割れ注入工事に着工しました。

・平成28年度は、笹子トンネル事故に端を発した道路施設の点検が法定義務化されたことに
より、当初のプログラムになかった各種点検業務や老朽化による補修工事の増加、及び労務
単価や積算基準の改正による経費増等により、実績は当初の計画に対し、平成27年度に引
き続きプラスとなっています。

　(２)　災害時・緊急時の体制の確立

・平成28年４月の熊本地震の発生を受け、公共交通機関の利用が
不可能な場合の緊急参集に関する「非常配備体制」を作成し、さら
に、熊本地震の発生原因が内陸型活断層であった為、管理路線の
活断層の位置を検証しました。・・・（新規）

・災害や緊急時の対応として、「トンネル内火災事故の消防訓練」、
「陸上自衛隊、高速道路会社との共同訓練」、「地震発生時の緊急
輸送道路管理者間の情報伝達訓練」、「管理委託会社との緊急時
対応訓練」の４つの共同訓練を実施し、関係機関への連絡体制の
検証と管理者間連携の強化を図りました。・・・(継続)

自己評価=A

・新規の取組みとして、平成28年４月の熊本地震の教訓をもとに、公共交通機関の利用が不
可能な場合の緊急参集に係る「非常配備体制」を新たに作成し、全職員に周知し、万が一の
場合の体制整備をしました。
 また、管理路線の近傍に位置する活断層の資料収集を行い、重要な道路施設であるトンネ
ルや橋梁等との位置関係を検証し、職員間で情報の共有を図ることにより、今後の対策検討
の糧としました。

・継続的な取り組みとして、社是である「安全・安心は最大のサービス」を目標に、地震、大
雨、大雪などの自然災害と事故等による通行規制に係る関係機関への情報の受伝達、利用
者への情報提供、現場での緊急時対応に係る4つの訓練を継続的に実施し、連絡体制の検
証と関係機関との連携の強化を図りました。（平成28年度の訓練参加者は、対前年比10名増
の118名）

　(３)　環境への配慮

・紙資源の節減（入札関係書類送付時のUSB記録媒体の活用、工
事図面における電子納品システムの導入、公社規程集の電子
化）・・・（継続）

・燃料節減対策として、出先事務所における公用車での乗合通
勤・・・（継続）

・夏季省エネルギー対策としての5月から10月までの軽装の励行・・・
（継続）

・吉浜橋駐車場及び逗子海岸駐車場での電気自動車用充電スタン
ドの設置・・・(継続)

・真鶴道路　トンネル照明灯具等のLED化（H26工事完了）・・・（継
続）
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項　　　目 28年度 28年度 自己評価結果・摘要

① 駐車場管理の合理化＜対Ｈ23比＞
△ 2, 700  H28実績 千円
―（H28目標  　 　 千円）

② 人件費の削減＜対Ｈ21比＞
△ 54 , 200  H28実績 千円
△ 47 , 900 （H28目標 千円）

③ 管理事務費等の削減＜対Ｈ21比＞
△ 23 , 100　H28実績 千円
△ 49, 900（H28目標 千円）

【収支健全化に向けた経営改善】
Ⅲ　経営基盤の強化
　(１)　新たな入札・契約制度の導入

・平成28年度から平成30年度の有料道路管理業務委託において新
たな入札制度として、総合評価型方式を導入し、平成27年度に入
札・契約締結を実施しました。・・・（継続）

・平成24年度に、条件付一般競争入札対象案件の見直しを図り、平
成25年度より拡大して同入札を実施しました。・・・（継続）
また、有料道路管理業務委託においても平成24年度に制度の見直
しを行い、平成25年度から債務負担行為による複数年契約を締結
するとともに、外部委員を加えた業務委託審査委員会を設置しまし
た。・・・（継続）

自己評価＝A

・　質が高くより安定的な業務委託の継続を図るために、平成27年度の複数年契約終了に合
わせ、金銭面及び内容面を総合的に評価し、契約者を決定する総合評価型方式を導入し、
平成28年度から平成30年度にわたる複数年契約を締結しました。(継続）
　今後の委託会社の業務遂行能力の審査については、従前どおり外部有識者（当公社監
事）を含めた審査委員会を設置し、その場で審査することを継続します。(継続)
　なお、件数の変動は次のとおりです。

・条件付一般競争入札　実施件数
→ → → →　(工事・工事系委託)　H24　3件　 　H25　5件 　 　Ｈ26　6件　 　H27　7件　 Ｈ28　7件

→ → → →　(一般委託) 　　　 H24　1件　 　H25　5件  　Ｈ26  1件　 　H27　1件（複数年）　 　Ｈ
28　0件（契約中）

・条件付き一般競争入札（総合評価型）
→　（一般委託）　　　H27　1件（複数年）  　Ｈ28　0件（契約中）

　(２)　コスト縮減対策

自己評価＝A

① …駐車場管理の合理化 旭駐車場（国道高架下の月極駐車場）の複数年管理委託契約を
締結（H28～H32）し、事業引継時（H23）の条件であった有人管理体制を見直しし、原則無人
の管理体制に移行しコストを縮減しました。・・・(継続)

② …人件費の削減 自己都合退職者の不補充（平成28年度末時点、当初目標策定時32人に
… △ 3対して29人 名.）や役職員給与抑制によりコストの縮減に努めました。・・・（継続）

③ …管理事務費等の削減 前年度に引き続き、平成26年4月1日からの消費税増税による支出
増や、近年上昇傾向にある人件費単価増などが影響し、削減額は目標値に達しませんでし

△ 16 , 800 △ 23 , 100たが、平成27年度の対Ｈ21比の削減実績 千円に対し、平成28年度は 千円
と、削減幅を伸ばすことが出来ました。・・・（継続）

　(３)　増収対策

自己評価=Ａ

…･　駐車場運営の見直し 平成22～23年度に新たに開設した坂ノ下駐車場、旭駐車場ともに
ほぼ100％の契約状況で安定した料金収入を得ています。また、逗子海岸駐車場において
は、駐車場内に平成22年度に開設した逗子海岸ロードオアシスにおける海鮮類を活かした食
堂や、産直野菜等を提供する物販店の賃貸料収入を安定して得ることができ、平成27年度に
引き続き目標を上回ることが出来ました。（継続）

･　なお、利益率の低い大仏前駐車場は、平成28年度に県の施工する法面防護工事に併
せ、公社でも劣化した舗装や路面標示の補修工事を行い、それに伴い、平成29年度から大
型車の料金値上による収支改善を図ることとしました。（新規）

その他、有料道路における増収対策としては、
・　旅行雑誌「るるぶ」や「首都高ドライブマップ」等への広告掲載を通じて、地域の誘客に寄
与しました。
・　公社が発行するドライブマップへの広告掲載施設を新規募集し、各道路の利便性を併せ
てPRしました。
・　「三浦半島スーパーバリューチケット」の新規発行の為に、各機関、施設等と調整を図り平
成29年度より販売を開始しました。

① 駐車場運営の見直し＜対Ｈ21比＞
　H28実績28,000千円
（H28目標26,000千円）

・利用者の利便性を図るため、平成24年度から電子マネー決済シス
テムを三浦縦貫道路にて導入し、平成25年度にはさらに稲村が崎、
材木座駐車場の2箇所、平成26年度には吉浜橋駐車場に導入し、
平成27年度に下浦海岸第１・３駐車場に導入したところであり、平成
28年度は、逗子海岸駐車場への平成29年4月導入に向けた作業を
行いました。（なお、本駐車場への導入により、自動精算機にはすべ
て電子マネー決済システムの導入が完了となります。）

・ネットワーク型ETCシステムを有料道路に導入する検討を開始しま
した。

自己評価=A

・　有料道路の利用促進に向けた取組みの一つとして、JR東日本管内で最も普及している交
通系電子マネーSuicaを中心とした決済システム(PASMO等も使用可)について、平成24年8月
から三浦縦貫道路において運用を開始した結果、利用台数の実績で平成24年度は3％
(3.07)、平成25年度は7％(6.89)、平成26年度は12％(12.00)、平成27年度は14％(14.28)、平
成28年度は16％(15.82)と年々利用が増えており、キャッシュレスによる利便性がお客様の支
持を得られている結果と考えます。

・　ネットワーク型ETCシステムは、ネクスコ及び首都高速等の実証実験の結果を踏まえ、シス
テム仕様や運用体制が決定されることから、引き続き検討会にオブザーバー参加し、実証実
験や社会実験の状況を把握していきます。

　(４)　新規サービスシステムの導入
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 (様式２ )

経営改善目標(目標年度： 平成28年度) 

(法人名) 

  神奈川県道路公社 

１ 社会情勢の変化に対応した今後の法人の使命・ 担う べき役割

神奈川県の区域及びその周辺の地域において、有料道路事業を総合的かつ効率的に行う こと により 交通

の円滑化を図ると と もに、駐車場事業における地元市町と の連携し た取組みを通じ 、地域の産業経済の発

展に寄与し ていく こと。

２ 県が法人に期待する役割

本県の道路交通政策推進の一翼を担う 法人と し て、 引き続き高い専門性を生かし 、 総合的かつ効率的

に道路の管理を行う こと により 、 交通の円滑化を図ると と もに、 駐車場事業における地元市町等と の連

携し た公益的な取組みを通じ て、 地域の産業経済の発展に寄与すること を期待する。  

３ 法人運営における現状の課題

・ 有料道路４ 路線の道路施設の老朽化に伴う 対策や、 安全確保のための整備等を計画的かつ効率的に行い、

利用者への更なる安全・ 安心なサービスの提供に向けた取組みを通じて、 利用の促進を図っていく こと。

  ・ 有料駐車場事業における利用者の利便性を向上さ せ、地元市町や観光協会等と の連携による地域産業経

済の発展に寄与する、 公益性の高い取組みをさ らに推進し ていく こと。  

  ・ 資金不足の問題は当面回避できたと ころであるが、様々な要因により 益々厳し い経営が想定さ れること

から、今後も収入を確保するために利用促進を図り 、また、効率的な施設等の維持管理及び事業を推進

するにあたり 、 人件費や管理費の削減に努め、 健全な経営を行う 必要がある。

４  経営改善目標

【 県民サービスの向上】  

Ⅰ  安全・ 安心な施設・ 設備の充実 

( 1)  計画的な道路設備等の維持補修 

社是である「 安全安心は利用者への最大のサービス」 を念頭に安全・ 安心の向上に向け、 道路施設の

耐震補強、 長寿命化を図るための計画的な補修及び効率的な維持管理を図る。  

    ○ 道路施設等の計画的な維持管理 

ア  道路のト ンネルや橋梁の老朽化対策及び耐震補強対策（ 通常維持に要する経費は除く ）  

24年度( 実績見込) 25年度  26年度  27年度  28年度 

178, 000千円  522, 000千円  561, 000千円  532, 000千円  384, 000千円 

  ・ ト ンネル補修工事、 橋梁補修工事、 塗装工事  等 

※ 2 4年度は上記と は別に、 県からの受託事業と し て、 真鶴道路のト ンネル及び橋梁補修を行う 。  

  ( 見込103, 000千円)  

イ  快適な走行環境の維持向上のための道路舗装補修等の計画的な整備 

24年度( 実績見込) 25年度  26年度  27年度  28年度 

59, 000千円  52, 000千円  70, 000千円  122, 000千円  70, 000千円 

  ・ 道路情報板補修工事、 舗装補修及び安全施設改修工事  等 

  ※ 2 4年度は上記と は別に、 県からの受託事業とし て、 真鶴道路の道路情報板更新を行う 。  

( 見込88, 000千円) 

( 2)  災害時・ 緊急時の体制の確立 

道路の快適な走行環境の確保はもと より 、 自然災害・ 緊急時の対策を強化し、 利用者の安全確保と 災

害時の緊急輸送道路機能の確保による暮らし と 経済復興への貢献を目指す。  

○ 道路情報施設等の充実・ 整備 

・ 緊急時における情報提供のための表示等の整備・ 充実を図る。  

Ⅱ  地域・ 利用者に根ざしたサービスの充実 

( 1)  地元自治体等と の連携 

地元自治体、 沿線企業等と の連携を深め、 地域経済の活性化と合わせて公社道路の利用促進を図る。

    ①   三浦半島地域有料道路推進促進等検討会議の推進 

    ②   逗子海岸ロード オアシスにおける逗子観光協会と の連携
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( 2)  道路休憩施設等の利活用 

  ①   逗葉新道レスト ハウスや三浦縦貫道路PAの活用方法の検討 

( 3)  環境への配慮 

  ①   パーク＆ライド ・ サイクルの実施 

  ②   EV車等の導入 

( 4)  新規サービスシステムの導入 

①   有料道路電子マネー決済システムの利活用 

・ 有料道路における電子マネーによる料金電子決済システムを導入し 、 利用者の利便性を向上さ せ

ること で、 利用を促進し 、 交通の円滑化を図っていく 。  

②   駐車場利用者のためのインタ ーネッ ト の活用等 

・ 利用者のニーズを踏まえた運営により 利便性を向上さ せ、 県民サービスの一層の充実を図る。  

【 収支健全化に向けた経営改善】  

Ⅲ  経営基盤の強化

平成22年3月に策定し た「 中期経営方針・ 改訂経営革新プログラム」 に基づいて事業を推進し た結果、

平成23年度は対21年度比で人件費、 事業費併せて約1. 1億円の収支改善が図れた。  

さ らに、 最大の懸案であった資金不足問題についても、 平成23年9月に借入金の一部を借換えたこと に

より 回避すること ができた。  

し かし 、 平成23年3月に発生し た東日本大震災や、 歴史的な円高による経済活動の停滞等による交通需

要の大幅な減少、施設の老朽化に伴う 維持修繕費の増加など、益々厳し い経営が想定さ れること から、公

社事業の安定的な経営を行う ため、新たに平成24年度をスタ ート と する中期的な視野に立った「 中期経営

方針・ 経営改善プログラム」 を平成24年3月に策定し 、24年度から28年度までの5年間を計画期間とし 事業

を推進し ていく 。  

※ 数値目標については、 収支改善の進捗状況の対比がわかり やすいよう に、 当初のプログラムを策

定し た平成21年度の数値を基準と する。  

( 1)  新たな入札・ 契約制度の導入 

  ①   入札・ 契約方法の見直し 

  ・ 競争性・ 透明性の観点から入札・ 契約方法について見直し を行い、 公社の実情を踏まえた入札制度

のあり 方を検討する。  

( 2)  コスト 縮減対策 

①   駐車場管理の合理化 

②   人件費の削減（ 対21年度）  

24年度(実績見込) 25年度  26年度  27年度  28年度 

▲ 2 9 , 9 0 0 ▲ 3 8 , 4 0 0千円  千円 ▲ 4 2 , 9 0 0千円 ▲ 4 3 , 4 0 0千円 ▲ 4 7 , 9 0 0千円

③   管理事務費等の削減（ 対21年度）  

24年度(実績見込) 25年度  26年度  27年度  28年度 

▲ 2 5 , 1 0 0 ▲ 4 5 , 1 0 0千円  千円 ▲ 4 6 , 7 0 0千円 ▲ 4 8 , 3 0 0千円 ▲ 4 9 , 9 0 0千円

( 3)  増収対策 

①   駐車場運営の見直し 

・ 利用者のニーズを踏まえた新規駐車場等の営業による収入増（ 対21年度）  

24年度(実績見込) 25年度  26年度  27年度  28年度 

24, 000千円  25, 500千円  26, 000千円  26, 000千円  26, 000千円 

＊今後の県からの財政的支援(または損失補償残高)の見込み

24年度  25年度  26年度  27年度  28年度 

9, 707, 612千円  8, 737, 933千円  7, 715, 628千円  6, 699, 771千円  5, 490, 309千円 

５  その他特記事項
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　１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

2 法人運営における現状の課題

3 経営改善目標の達成に向けた取組実績等
　*  各項目ごとに、下段の(  )内に目標を、上段に実績を記載してください。

【県民サービスの向上等】

自己評価＝A

　夏休み期間中に下水道
教室を開催し、下水道や
環境問題への理解を深め
た。

（ 3回 ） （ 3回 ） （ 3回 ） （ 4回 ） （ 4回 ）

⑤地域・県民との連携によ
る普及啓発
　〔普及啓発活動の充実
（夏休み下水道教室）〕

3回 3回 3回

自己評価＝A

　流域市町が開催する環
境等のイベントへ参加し、
市町と連携して地域での
普及啓発を実施した。

（ 6回 ） （ 6回 ） （ 6回 ） （ 6回 ） （ 6回 ）

④地域・県民との連携によ
る普及啓発
　〔普及啓発活動の充実
（市町イベントへの参加）〕

10回 12回 10回

自己評価＝A

　流域市町の小学校へ出
張教室を行い、下水道や
環境問題への理解を深め
た。

（ 21回 ） （ 21回 ） （ 21回 ） （ 22回 ） （ 22回 ）

③地域・県民との連携によ
る普及啓発
　〔普及啓発活動の充実
（出張教室）〕

21回 21回 21回

自己評価＝A

　設備診断計画に基づき
健全度診断を実施した。

（ 10% ） （ 30% ） （ 50% ） （ 75% ） （ 100% ）

②計画的な修理、管理の
推進
　〔設備診断や施設評価〕

10% 30% 56%

（ 30% ） （ 100% ） （ - ） （ - ） （ - ）

28年度 自己評価結果・摘要

①危機管理体制の充実
　〔業務継続計画（下水道
BCP）の策定〕

30% 100%
自己評価＝A

　平成27年度に策定した
神奈川県下水道公社業務
継続計画(BCP)に基づき
訓練を実施し、危機管理
体制の充実に務めた。

県出資率 50 ％

　当公社は、県と流域関連市町が設立した県主導第三セクターとして、県から流域下水道の維持管理業務を受託するととも
に、市町から流域関連公共下水道の水質分析等技術的業務を受託するなど、流域下水道と流域関連公共下水道の一体的
水質管理に寄与している。
　現在、人口の減少や施設の老朽化など、公社や下水道事業を取り巻く環境は、大きく変化している。
　このような状況を踏まえ、当公社は、平成26年度から5ヶ年間の「第5期経営改善計画」を策定し、効率的な設備運用による
コスト削減、施設への老朽化対応、災害時への対応及び見えにくい下水道の「みえる化」を図るための普及啓発活動の充実
など、更なる運営の健全化や効率化に取組んでいる。

項　　　　　　　目 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

基本財産等 110,000 千円 県出資額 55,000 千円

設立年月日 昭和55年5月23日 代表者名 藤井　良一

所在地 平塚市四之宮４－１９－１ 電話番号 0463-55-7211

（様式３）

経営改善目標の達成に向けた取組状況

法人名 公益財団法人神奈川県下水道公社
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（様式３）

経営改善目標の達成に向けた取組状況

【収支健全化に向けた経営改善】

（注）　金額は、平成25年度比の経費削減額

自己評価＝A

　汚水ポンプや汚泥掻寄
機の運転方法の工夫及び
焼却設備の休止などの効
率的な運用により、経費の
削減を図った。

（△26,153千円） （△12,816千円） （△15,136千円） （△20,065千円） （△11,795千円）
⑥効率的な運用

△25,768千円 △12,402千円 △15,931千円

自己評価＝A

　設備・機器ごとに異なる
設置環境や使用実績を踏
まえて、オーバーホールの
周期を延伸し、点検費用
の削減を図った。

（△6,070千円） （△9,800千円） （△13,550千円） （△16,300千円） （△20,470千円）

⑤オーバーホールの周期
の延伸

△6,410千円 △10,770千円 △13,770千円

自己評価＝A

　脱臭用活性炭の購入と
水処理等監視制御設備点
検委託について、それぞ
れ一括発注し、経費の削
減を図った。

（△13,307千円） （△13,307千円） （△13,307千円） （△13,307千円） （△13,307千円）
④一括発注の推進

△14,510千円 △14,890千円 △14,100千円

自己評価＝A

　上部利用施設の管理人
員の削減や草花管理業務
の委託内容を見直し、経
費の削減を図った。

（△4,999千円） （△4,999千円） （△4,999千円） （△4,999千円） （△4,999千円）
③委託業務内容の見直し

△5,274千円 △5,289千円 △5,235千円

自己評価＝A

　3処理場の運転管理業務
委託において、設備の使
用状況に応じて日々の点
検回数を見直し、経費の
削減を図った。
　酒匂管理センターの水
処理に関しては、小田原
市西部処理区の流域下水
道編入が計画より１年前倒
しになったことにより点検
回数が増えたため目標額
に達しなかった。

（△29,100千円） （△29,100千円） （△29,100千円） （△25,100千円） （△25,100千円）

（△20,035千円） （△20,035千円） （△20,035千円）

②運転管理に関する点検
回数の見直し

△29,100千円 △29,100千円 △27,600千円

28年度 自己評価結果・摘要

①包括的民間委託の導入

△20,035千円 △20,035千円 △20,035千円
自己評価＝A

　包括的民間委託の導入
にあたって、複数年の契約
や業務区分などの見直し
を行い、運転管理経費の
削減を図った。

（△20,035千円） （△20,035千円）

項　　　　　　　目 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
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（様式３）

経営改善目標の達成に向けた取組状況

4 これまでの取組みについての総括・今後の取組みに向けた考え方
　<法人記入>

　<所管課記入>

5　第三セクター等改革推進部会の総合評価(及び今後の取組みに向けた意見)

 評価結果

１　これまでの取組みについての総括
　　計画の実施にあたっては、PDCAサイクルにより円滑な推進に努めた。

　＜平成28年度の取組み結果に関する評価〔Check〕及び改善〔Action〕＞
　(1)　 県民サービスの向上等
　　　　県民サービスの向上等の①から⑤の5項目については、目標を達成することができた。
　　　　平成28年度は、夏休み下水道教室の従前の「下水道コース」に加え、新たに、水の循環を理解していただける
　　　よう企業庁とのコラボによる「上・下水道コース」を開催し、普及啓発の充実に努めた。
　
　(2) 　収支健全化に向けた経営改善
　　　　平成28年度の経費削減目標額約96,100千円に対して、約96,600千円の削減を達成した。（達成率100.5％）
　　　　また、収支健全化に向けた経営改善の①から⑥の項目については、6項目のうち5項目で目標を達成した。
　　　　なお、「②運転管理に関する点検回数の見直し」については、小田原市西部処理区の流域下水道編入が計画
　　  より前倒しになり目標額を達成できなかったが、流域下水道としては編入事業の早期実現が図られた。

２　今後の取組みに向けた考え方
　　県民サービスの向上等では、新たに実施した夏休み下水道教室「上・下水道コース」が好評であったことから、継続
　して開催し普及啓発の充実に努める。
　　収支健全化に向けた経営改善については、引続き各項目の目標達成に向けて取組む。

　H28は、経営改善目標で掲げた経費削減目標額を達成し、この他県民サービスの向上に向けた取組みも全て達成できたこ
とについて、大いに評価できる。
　また、普及啓発の取り組みについては、H28に夏休み下水道教室に関する新たな工夫も行い、PDCAサイクルによる取組み
の見直しも、適切に行っていることが分かる。
　これからも引き続き、工夫を図りながら、着実な経営改善に取り組んでもらいたい。

法人記入者名 総務部企画課 山崎勝美 所管課記入者名 下水道課　小司貴裕（内線6448）
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　１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

2 法人運営における現状の課題

3 経営改善目標の達成に向けた取組実績等
　*  各項目ごとに、下段の(  )内に目標を、上段に実績を記載してください。

（様式３）

28年度 自己評価結果・摘要

(72％)

(85％) (85％)

(72％)

29年度 30年度 31年度

(72％)

86.8%

(1,020千人)(1,020千人)

(82％)

(85％)

(80.5％) (81％)

(85％)

項　　　　　　　　　目

(82％)

92.9%

(82％)

(520.25千人)(1,000千人)

92.8%

28年度

音楽堂

法人名 公益財団法人神奈川芸術文化財団

％県出資率 100600,000,000 円

電話番号

600,000,000 県出資額

経営改善目標の達成に向けた取組状況

基本財産等 円

代表者名設立年月日

所在地

ホ
ー

ル
利
用
率

（

利
用
日
数
／
利
用
可
能
日
数
）

県民ホール本館
（大ホール）

芸術劇場
（ホール）

(82％)(81.5％)(80％)

(85％)

平成5年10月25日

神奈川県横浜市中区山下町３－１

理事長　　小枝　至

０４５－６６３－３７１１

来館者数
（入場者数）

32年度

1,095千人

○当財団は、神奈川県民ホール本館（以下「県民ホール」）、神奈川芸術劇場（以下「芸術劇場」）、及び県立音楽堂（以下「音楽堂」）の3
施設の指定管理を一体的に行っているほか、マグカル・フェスティバル実行委員会事業の受託など、県の文化施策と連動した事業を行っ
ている。
○平成28年度から指定管理第3期目に入ったが、指定管理者の選定経緯を踏まえ、県民の期待に責任をもって応えられるよう透明性の高
い経営を行うとともに、ラグビーワールドカップ及び東京オリンピック・パラリンピックに向けた文化プログラムの推進などの計画を、着実に実
現していくことが求められている。
○他方、県民ホール及び音楽堂は、施設面での老朽化の問題のほかバリアフリー対策などの要望も多いことから、各種対策について県と
協議を行いながら、小破修繕や人的対応の工夫等に努めている。
○平成27年度包括外部監査において指摘のあった労働環境の課題については、外部の専門家と相談しながらその対応を進め、環境改
善の効果が現れ始めている。

(1,020千人)

自己評価＝A
3館ともに72％前後の数値とな
り、概ね目標を達成した。引き
続き販売努力や工夫に取組
む。

(72％) (72％)

自己評価＝A
首都圏及び県内の大規模ホー
ル休閉館等に起因する貸館需
要や人気公演の積極的な呼び
込み、芸術劇場の中長期貸館
の増及び現代美術展の集客等
により、3館とも前年を上回っ
た。

自己評価＝A
首都圏及び県内の大規模ホー
ル休閉館等に起因する貸館需
要の積極的な呼び込みによる
増。

自己評価＝A
宝塚等の中長期貸館の増や劇
団四季のロングラン公演準備に
よる増。

自己評価＝A
老朽化による不具合の続発に
対応しつつ、リピーター利用を
確保。

(82％)(82％)

主催事業におけるチケット販売率
（販売席数／販売可能席数）

71.8%
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（子ども・青少年を対象とした鑑賞・参加型事業をさらに充実させると
ともに、公演等の実施に合わせた講座やワークショップ等を開催して
豊かな芸術体験を提供し、観客の育成や裾野の拡大に取り組む。
（教育普及活動の推進））

（2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会を中
心的なターゲットとし、海外の劇場・芸術団体との相互交流を推進す
る。）

（先駆的でオリジナリティあふれる舞台芸術や音楽、芸術等を創造
し、神奈川の魅力と発信力を高めることで、「マグネット・カルチャー」
の考え方に沿った事業を３館でそれぞれ推進していく。また、県のマ
グカル事業に、芸術劇場を中心に協力する。）

（県民ホール本館、芸術劇場、音楽堂という文化施設を熟知し、日々
運営している団体として、引き続き長期修繕や施設改良に関する提
案を県に行う。また、全国の劇場・音楽堂のモデルケースとなるような
専門人材の育成に取り組む。）

（我が国の伝統的な芸能や音楽等の価値を、県民をはじめ多くの方
に知っていただき、継承していくために、2020年の東京オリンピック・
パラリンピック競技大会に合わせ、施設の特徴を生かした公演等を実
施する。）

(48％)

自己評価＝A
芸術劇場、音楽堂の主催事業
のチケット販売が好調であっ
た。(48％)

自己評価＝A
宝塚等の中長期貸館及び劇団
四季のロングラン公演準備など
芸術劇場の中長期貸館の増の
ほか、首都圏及び県内の大規
模ホール休閉館等に起因する
貸館需要の積極的な呼び込み
による増。

TAPM（国際
舞台芸術
ミーティング
in 横浜）等

芸術劇場の
調光システ
ム部品交
換、音楽堂
客席座面更
新、舞台技
術ワーク
ショップ、文
化政策報告
書作成等

(383,680千円)

音楽堂雅楽
公演（新作
委嘱含）等

(380,000千円)

(48％)

オープンシ
アター2016
やKAATキッ
ズプログラム
2016等

50.4%

オ　伝統的な文化芸
術の発信・継承

県施策との
高い関連性
を持った事
業実施

ア　次代を担う子ども･
青少年の文化芸術活
動の充実

イ　国際文化交流の
充実

 ウ　文化芸術事業の
発信力の強化（マグカ
ルのブランド力の向
上）

エ　文化芸術の振興
を図るための環境整
備

白井晃芸術
監督演出作
品「夢の
劇」・「マハゴ
ニー市の興
亡」、情報誌
「神奈川芸
術プレス」リ
ニューアル
等

(48％) (48％)

利用料金収入

445,405千円

自己評価＝A
キッズプログラムや夏休み企画
及びアウトリーチ、TPAMや海
外招聘、芸術監督企画の充実
や情報誌のリニューアル、適切
な施設修繕や文化振興に関す
る県との合同研究、新作邦舞
公演や雅楽新作公演の実施
等、幅広く対応した。

(191,920千円) (381,840千円) (382,760千円)

事業収入比率
（事業収入／総支出）
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　<法人記入>

　<所管課記入>

5　第三セクター等改革推進部会の総合評価(及び今後の取組みに向けた意見)
 評価結果

自己評価＝A
既存の賛助会員へのアプロー
チ手法や会員サービスを見直
した結果、賛助会員が増えた。
また、クラウドファンディングサイ
トや遺贈の仕組みについて研
究を開始した。（インターネットを経由して

の寄付の仕組みの整備（ク
ラウドファンディング）／信
託銀行等とのタイアップに
よる寄付の仕組みの整備）

クラウドファ
ンディング業
者や信託銀
行等のヒアリ
ング、ファン
ドレイズ関係
の研修受講
と資格取得
等

文化課　吉田 義之　　　(内線3812)

○平成28年度は、新たな指定管理期間として、県民ホール、神奈川芸術劇場及び県立音楽堂の３館一体による運営の初年度となったが、
オープンシアターや芸術監督プロジェクトなど３施設で連携して事業に取り組んでおり、主催事業におけるチケット販売率のみわずかに目
標値を下回ったものの、それ以外の来館者数、ホール利用率、利用料金収入、事業収支比率については、いずれも目標値を上回る結果
となっており、指定管理者により適切な管理運営がなされていると考えられる。
○また、県施策との高い関連性を持った事業実施については、本県の文化芸術振興計画における重点施策を意識した多様な公演を実施
しており、良好な状態と考えられる。また、外部資金獲得に向けての取組みでは、新たな賛助会員の獲得に努めつつ、29年度までに新た
な寄付の仕組みを整備することとして検討を行う等、経営改善計画に向けて、着実に取組みがなされている。
○平成29年度は、県民ホールの改修工事に伴う休館などが控えているが、引き続き、本件の文化芸術の振興に資するよう、効果的な事業
の展開に努めていただきたい。

○指定管理期間に合わせて新たに策定した、平成28年度から平成32年度までの第5次経営改善計画に基づき、様々な取り組みを行って
いる。なお、県民ホールの改修工事による休館（平成29年7月から30年3月（大ホールは30年5月まで）を踏まえた目標値の改定（平成29年3
月22日）を行い、適切な目標管理に努めている。
○平成28年度は、県民ホール及び音楽堂では芸術総監督の一柳慧氏、芸術劇場では芸術監督に就任した白井晃氏の芸術方針のもと、3
館合同事業や各施設の特性や専門人材を生かした事業の他、キッズプログラムの実施、国内外の劇場との連携、県と合同の調査研究等
を行った。一方、芸術劇場の利用料金収入について、整備時に策定された目標値と開館後の需要実態に乖離があり、施設運営上の課題
となっていたが、目標値の適正化のほか、貸館営業の強化などにより中長期の利用が複数入るようになり、最終的には3館それぞれ、来館
者数、利用率、利用料金収入ともに目標値を上回る実績を残すことができた。
○個人顧客組織「かながわメンバーズ（愛称：KAme）」については、無料定期メールマガジン発行や会員限定先行予約の受付などのサー
ビスを提供し、平成28年度末の会員は76,912人（前年度末比8,696人の増）となるなど、安定的なチケット販路として活用されている。
○平成28年度は文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」5ヵ年採択の仕切り直しとなったが、審査の結果、引き続き5ヵ年採択を得た（県民
ホール及び芸術劇場）。音楽堂も単年度だが採択額は75％増となるなど、多額の国庫補助を得たほか、様々な外部資金の獲得にも努め
事業内容の充実を実現できた。
○県民ホール及び音楽堂の施設面では、依然として施設・設備の経年劣化による不具合の発生や、バリアフリー化の遅れなどアメニティ面
について寄せられるご意見も多いが、安定的な施設運営や県民サービスの向上を図るため、各種点検や予防保全、小破修繕等を確実に
行い、さらに障がい者や高齢者の方々に対し職員等によるサービス向上に努め、エレベーターの弾力的な運用など来館者に快適にご利
用いただけるよう、継続して努力、対応を講じていく。
○労働環境の課題については、時間外労働の適正化施策を推進した結果、前年比3割減を達成するなど一定の効果が現れているが、今
後も人員配置や業務プロセスの見直し、外部委託の活用等により、より一層の適正化に取り組んでいく。
○引き続き県の文化施策と連携を図りながら、ラグビーワールドカップ及び東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成に向けた文化プログ
ラムを推進することで県域の文化振興に配慮するとともに、各館それぞれ事業やサービスの一層の向上を図り、経営改善目標の達成に向
けて取り組んでいく。

所管課記入者名経営企画課／総務課　熊井一記法人記入者名

（第１段階で整備した仕組みを活用した寄付等の獲得）

（賛助会員等の支援の輪
の拡大／事業内容の充実
や施設アメニティの向上等
によって、県民に還元（文
化県かながわのイメージ
アップ））

第１段階
（平成28～29年度）

第２段階
（平成29～32年度）

第３段階
（平成31～32年度）

外部資金獲
得増に向け
ての取組み
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